
格 付 表 の 使 い 方

１．企業形態の表示はそれぞれ次のとおりかっこ書きにより表示した。

表示してないものは個人企業である。

株式会社（株） 有限会社（有） 合名会社（名） 合資会社（資）

合同会社（合） 協同組合（同） 協業組合（業） 企業組合（企）

２．格付等級欄の建設業の種類は次のとおり略語で表示した。

土 木 工 事 業 （土）

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工事 （プ）

※土木工事業における内訳

建 築 工 事 業 （建）

大 工 工 事 業 （大）

左 官 工 事 業 （左）

とび・土工工事業 （と）

法 面 処 理 工 事 （法）

※とび・土工工事業における内訳

石 工 事 業 （石）

屋 根 工 事 業 （屋）

電 気 工 事 業 （電）

管 工 事 業 （管）

ﾀｲﾙ･ﾚﾝｶﾞ･ﾌﾞﾛｯｸ工事業 （タ）

鋼 構 造 物 工 事 業 （鋼）

鋼 橋 上 部 工 事 （橋）

※鋼構造物工事業における内訳

鉄 筋 工 事 業 （筋）

ほ 装 工 事 業 （ほ）

しゅんせつ工事業 （し）

板 金 工 事 業 （板）

ガ ラ ス 工 事 業 （ガ）

塗 装 工 事 業 （塗）

防 水 工 事 業 （防）

内 装 仕 上 工 事 業 （内）

機械器具設置工事業 （機）

熱 絶 縁 工 事 業 （絶）

電 気 通 信 工 事 業 （通）

造 園 工 事 業 （園）

さ く 井 工 事 業 （井）

建 具 工 事 業 （具）

水 道 施 設 工 事 業 （水）

消 防 施 設 工 事 業 （消）

清 掃 施 設 工 事 業 （清）

解 体 工 事 業 （解）

３．格付表の中の「総合評定値（客観点数）」は、当該業種に係る経営事項審査結

果の総合評定値（Ｐ点）。「主観点数合計」は、格付を行う建設工事の種類（土

木工事業に係る内訳のﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ構造物工事を除く）に対して、長崎県が独

自に設けた主観的審査事項に係る審査点数を合計した値。「総合数値」は、「総

合評定値（客観点数）」と「主観点数合計」を合計した値。

※１ 主観的審査事項等については、長崎県建設工事入札参加者格付要綱の項を参

照のこと。



４．建設工事の種類には、業者の会社全体における入札参加希望業種を表示し

た。また、一般建設業者及び特定建設業者の区分は、一般建設業者は「１」、特

定建設業者は「２」と数字で表した。

土１ ・・・・・・・・・ 土木工事業（一般）

建２ ・・・・・・・・・ 建築工事業（特定）

５．契約保証金の納付免除については、「保証金の納付免除区分」の欄を設け、「有」

及び「－」で表示した。

〈契約保証金の免除区分〉

有 ・・・・・・ 契約金額300万円未満の工事について免除

－ ・・・・・・ 免除なし

「参照」 長崎県財務規則 第１１３条（契約保証金の納付の免除）

財務規則の施行について第７（契約に関する事項）

６．許可の有効期間は５年間。許可が失効した業者は指名できないので、許可日に

注意し、失効状態の場合には所管の振興局等に確認し、業者選定すること。


